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１ 暴力団等の排除 

(1) 報告と被害届 

受注者は、暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。）

からの不当要求または工事妨害（以下「不当介入」という。）又は不当介入による被害を受

けた場合、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出すること

となっている。なお、届出は口頭によることができる。 

これらのことは長野県土木工事共通仕様書（建設部）共通編 1-1-1-56 に記載している

が、現場説明書にも明記することとしている。（次項も同じ） 

 

【関連通知】 

長野県が発注する建設工事等に係る暴力団関係者による工事妨害に対する取扱いについて（通知）  

昭和 63 年 6月 22 日 土木部長      

※所轄警察署に不当介入の証明を求める場合の様式が添付されている。 

 

(2) 所轄警察署との協力 

受注者は、不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力しなければならない。 

(3) 不当介入と工期 

受注者は、不当介入により工期の延長が生じる場合は、契約約款の規定（第 21 条受注者

の請求による工期の延長）により発注者に工期延長等の要請を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県が発注する建設工事等に係る暴力団関係者 

による工事妨害に対する取扱いについて（通知） 

 

昭和 63 年６月 22 日 63 監技第 227 号   

発注機関の長あて 

土木部長   

県が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計コンサルタント業務（以下「建設

工事等」という。）に係る測量、調査、設計コンサルタント業務（以下「建設工事等」という。）に

係る工事妨害に対して、昭和 63 年６月 22 日から下記の通り取扱うこととしたので、適切に実施

してください。 

記 

１ 請負業者に対しては、暴力団関係者による工事妨害の被害を受けた場合は、その旨を直ちに

報告させるとともに、被害届を速やかに警察へ提出させること。 

なお、警察への被害届は、口頭によりその旨を届出ることができるものであること。 

２ 建設工事等を発注する場合は、当該建設工事等の仕様書又は現場説明書に「暴力団間関係者

から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。」と明記する

こと。 

第 22 条 受注者の請求による工期の延長 

 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責

めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その

理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 
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３ 請負業者から暴力団関係者による工事妨害の被害をうけた旨の報告があった場合は、当該業

者に対し速やかに行程の調整を行わせ、工期又は履行期間（以下「工期」という。）の遅れが生

じないよう努めさせること。 

４ 上記３に措置にもかかわらず工期に遅れが生ずるおそれがある場合は、請負業者から工期延

長申請書又は履行期間延長申請書を警察からの被害届受理証明書（様式第１号）を添えて提出

させること。 

５ 工期の延長の措置を行う場合は、事前に当該建設工事等に係る妨害期間の調査を様式第２号

により所轄の警察署に依頼し、その調査結果（様式第３号）を参考にして、当該業者と工期の

延長について協議すること。 

 

（様式第 1 号） 

証 明 願 

平成  年  月  日 

 

様 

 

（申請者） 

住 所  

職 業 

（ふりがな） 

氏 名                   印 

生年月日  明・大・昭    年  月  日 

 

下記のとおり証明をお願いします。 

 

（証明の内容） 

 

 

 

 

（利用の目的） 

（提 出 先） 

番号     号 

 

上記のとおり被害届を受理したことを証明する。 

 

 平成  年  月  日 

 

長野県  警察署長          印  
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（様式第２号） 

平成  年  月  日  

 

 ○○警察署長 ○○○ 様 

 

（発注者名）  

長野県○○建設事務所長  

○○○○  

 

平成  年  月  日付で次の者に交付された被害届受理証明書に係る工事妨害について、

工期延長の資料として必要なので、暴力団関係者による工事妨害期間の調査をお願いします。 

 

１ 建設業者 

   住      所 

   商号及び代表者名 

 

２ 工事名等 

   工  事  名  

   工 事 場 所 

 

 

 

（様式第３号） 

平成  年  月  日  

 

（発注者名） 

長野県○○建設事務所長 

○○○○        様 

 

○○警察署長 ○○○  

 

工事妨害期間の調査結果について（回答） 

 

平成  年  月  日付の調査のことについては、次のとおりです。 

 

 

暴力団関係者による工事妨害期間 

 

 

平成  年  月  日 から 平成  年  月  日まで 
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２ 建設業界における暴力団員による不当な行為の排除の徹底 

 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（以下暴力団対策）」が平成４年３月１日付施

行され、都道府県公安委員会を中心に、強力な暴力団対策が講じられている。 

 建設部では、建設業からの暴力団による不当な行為の排除について、平成４年６月 22 日付け土

木部長通知「「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」の施行に伴い建設業界における暴

力団員による不当な行為の排除の徹底について（通知）」で徹底することとしている。 

 具体的には、契約約款における暴力団による不当な行為の排除に関する事項の明記、入札参加

資格に関する事項での対応、長野県警察本部刑事部長と長野県建設部長との合意書による対策事

項の明記等を行っている。 

 

(1) 契約約款記載事項 

 ① 発注者の解除権 

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

 一 ～ 五 略 

 六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同

じ。)が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号にお

いて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められると

き。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

 

② 暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務） 

第55条 受注者は、この契約に係る工事の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、

遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

 

(2) 入札参加資格関係 

 長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（最終改正 平成 25 年３月

29 日 24 建政技第 382 号）において、入札参加資格者について入札参加停止を行うための措

置用件の一つとして、「暴力団の関係に基づく措置基準」を設けている。 

 

(3) 長野県発注工事等からの暴力団排除の推進に関する合意書 

 長野県警察本部刑事部長及び長野県建設部長は、長野県発注工に係る建設工事及び建設コ

ンサルタント業務等からの暴力団排除を推進するための合意書（平成 23 年３月 29 日）を取
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り交わし、以下の項目について定めている。 

１ 発注工事等からの排除対象の明確化及び排除手続きの策定 

  長野県発注工事等に係る「入札参加資格」、「請負契約締結」、「入札参加停止措置」に関

して、解釈を示し、排除対象を明確にするとともに、手続きを定めている。 

２ 組織犯罪対策課長と建設部長が現場の実情に応じて相互に協力し、緊密な連携の下、積

極的な対応を図ることとしている。 
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